


事　務　事　業　の　概　要
令和５年度静岡県埋蔵文化財センター事業体系

１　基本方針

　静岡県には、約 9,100 箇所におよぶ埋蔵文化財包蔵地（遺跡）が確認され

ています。

　埋蔵文化財は、地域の豊かな歴史と文化を物語る県民の共有財産であり、地

域の歴史や文化に対する憧れや知的好奇心を刺激する学習資源でもあります。

　当センターは、県民の歴史的・文化的資産である埋蔵文化財を適切に保護し、

地域固有の文化に誇りと愛着を持つ県民意識を育て、文化財の価値を未来につ

なげていくことを目的として、埋蔵文化財の保存と活用に努めていきます。

２　事業の体系

　(1) 埋蔵文化財の保存【守る】

　　ア　記録保存調査の実施

　　イ　調査報告書の発刊

　　ウ　出土品の保存修復

　(2) 埋蔵文化財の活用【育てる】　

　　ア　出土文化財の展示

　　イ　埋文セミナー、考古学技術体験、体験授業・出前授業等の実施

　　ウ　発掘調査現場の現地説明会、遺跡調査報告会

　　エ　学校連携・教材化

　　オ　ムセイオン静岡など他部局・機関との連携

　　　※ムセイオン静岡･･･静岡市駿河区谷田地域と周辺にある静岡県立大学、静岡県立美術

　　　　　　　　　　　　　館、静岡県立中央図書館、静岡県埋蔵文化財センター、静岡県舞

　　　　　　　　　　　　　台芸術センター（SPAC）、グランシップ（静岡県コンベンション

　　　　　　　　　　　　　アーツセンター）、ふじのくに地球環境史ミュージアムの７機関に

　　　　　　　　　　　　　よる文化発信自主プログラム

　(3) 出土文化財の管理【つなげる】　

　　ア　発掘調査で記録した写真や図面、出土品の保管・管理
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